
◎返還猶予制度について 

  次の事由により返還が難しいときは、手続をすることで高等学校等在学中に貸与を受けた

奨学金の返還を猶予することができます。 

猶予を希望する場合は、「高等学校等奨学金 返還猶予願」を作成し、必要な証明書（下記

参照）を添付のうえ、すみやかに当会へ提出してください。 

猶予期間は「事由４」の場合は在学期間中、その他の事由については１年以内（申請月か

ら、その年度末まで）としておりますが、翌年度も返還が難しい事由が継続するときは、再

度願い出することにより１年ずつ延長することができます。ただし、「事由５～９」について

は、通算５年を限度とします。 

なお、手続きが遅れることで、返還が開始されることがありますので予めご了承ください。 

 

 

《猶予事由と必要な証明書》 

届出の事由 証 明 書 証明書発行者 

１ 災害 罹災証明書等 市区町村 

保険会社等 

２ 病気、けが 

  

診断書（就労困難の記載があるもの） 

 

医師、病院、 

 

３ 産休（出産） 

・育児休業 

母子手帳の写し、育児休業給付金支給

の申請書等 

病院、 

ハローワーク 

４ 大学、専修学校等

に在学中 

在学証明書 大学・短大 

専修学校等 

５ 経済困難 給与明細の写し、源泉徴収票、 

所得証明書等 

お勤め先 

市区町村長 

６ 失業 雇用保険受給資格証明書の写し、離職

証明書等 

ハローワーク 

７ 生活保護受給中 生活保護受給証明書 福祉事務所長 

８ 入学準備中 在学証明書等 予備校等 

９ その他 本会にご相談ください。 

   

（注）その他必要に応じて、上記以外の証明書等を添付していただく場合がありますので、 

ご了承ください。 
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様式６  

   高 等 学 校 等  奨 学 金 返 還 猶 予 願 

                                                     令和   年  月  日 

  公益財団法人秋田県育英会理事長 様      当会への提出日を記入     
 

                      奨学生      奨学生決定番号     28 高公自 5111 号 

 

                 氏 名
ふ り が な

     育英
いくえい

 太郎
た ろ う

                 

                                  住 所 〒000-0001 

                       岩手県育英町４丁目 1-2 

                                  電話番号  080-1234-0000 
 

           連帯保証人 氏 名
ふ り が な

      育英
いくえい

 花子
は な こ

                

                                  住 所 〒000－0002 

                       秋田市育英町１－１ 

                                  電話番号   018-860-3552 

 

  次のとおり高等学校等奨学金の返還を猶予していただきたいので、関係書類を添えて願い出いた

します。 

 

１ 希望する猶予期間      令和   年   月 から 令和    年   月まで 

 （申請年月からその年度末までの期間。ただし、大学等在学により猶予希望の場合は在学期間を記入。） 

《
参
考
》 

猶予事由 猶予期間 猶予希望期間 

進  学 在学期間中 入学年の４月～卒業年の３月 

進学以外 １年以内 希望する月から令和６年３月まで 

２ 願い出事由 

    下記１～９のうち該当する事由を選択してください。なお、願い出に当たっては、そ 

 れぞれの事由を証明する書類（裏面に記載）の添付が必要です。 
 

１災害 
２病気 

けが 

 

３産休（出産） 

育児休業 

４大学・専修学校 

等に在学中 

５経済 

困難 
６失業 

７生活 

保護 

８入学 

準備中 
９その他 

  

〔事情〕以下の事項について、具体的に記入してください。 
 

    ○返還できない理由と現状 

 

    大学在学中 ・ 就職したばかりで収入が少ない など                 

 

                                              

    

                                              

 ○今後の返還見通し 

 

    大学卒業後、返還していきます ・ 来年度より返還していきます など                            
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下記  を参考にして記入してください 



様式６ 

   高 等 学 校 等  奨 学 金 返 還 猶 予 願 

 

                                                     令和   年  月  日 

  公益財団法人秋田県育英会理事長 様 
 

                      奨 学 生  奨学生決定番号      高       号 

                 氏 名
ふ り が な

                                 

                                  住 所 〒  － 

 

                                  電話番号 
 

           連帯保証人 氏 名
ふ り が な

                                 

                                  住 所 〒  － 

 

                                  電話番号 

 

  次のとおり高等学校等奨学金の返還を猶予していただきたいので、関係書類を添えて願い出いた

します。 

 

１ 希望する猶予期間      令和   年   月 から 令和    年   月まで 

（申請年月からその年度末までの期間。ただし、大学等在学により猶予希望の場合は在学期間を記入。） 

 

２ 願い出事由 

    下記１～９のうち該当する事由を選択してください。なお、願い出に当たっては、それぞれの

事由を証明する書類（裏面に記載）の添付が必要です。 
 

１災害 
２病気 

けが 

 

３産休（出産） 

育児休業 

４大学・専修学校 

等に在学中 

５経済 

困難 
６失業 

７生活 

保護 

８入学 

準備中 
９その他 

  

〔事情〕以下の事項について、具体的に記入してください。 
    

  ○返還できない理由と現状 

 

                                               

 

                                               

    

                                               

○今後の返還見通し 

 

                                               

 

                                               

 

                                               

（自署） 

（自署） 



 

参考  返還猶予の事由と必要な証明書 

       事    由           証   明   書 

１ 災害 罹災証明書等 

２ 病気、けが 診断書（就労困難の記載があるもの） 

３ 産休（出産）・育児休業 母子手帳の写し、育児休業給付金支給の申請書等 

４ 大学･短大･専修学校等に在学中 在学証明書 

５ 経済困難 給与明細の写し、源泉徴収票、所得証明書等 

６ 失業 雇用保険受給資格証明書の写し、離職証明書等 

７ 生活保護受給中 生活保護受給証明書 

８ 入学準備中 予備校等在学証明書 

９ その他 当会に御相談ください。 

   （注）その他必要に応じて、上記以外の証明書等を添付していただく場合があります。 

 


